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地区の特徴に応じ、まちに合った、きめ細かなルールを決めることができる 

住民の皆さんと区が一緒につくるルール 

 

 

北千住駅前通り 

千住大川町 
ブロック 

千住寿町 
ブロック 

千住元町・柳町 
ブロック 

 

※建替えや増築時に適用されるルールであり、現在お住まいの住居に直ちに適用されるものではありません。 

特徴 
１ 

今ある道路や公園をいかした修復型のまちづくり事業で地域のコミュニティを壊さない 

→今ある道路の拡幅など、地域と行政が協力してできるところから進める事業です。 

一緒に導入することで防災まちづくり計画に法的な担保ができます。 

特徴 
１ 

建築物等を「建替える時のルール」 

特徴 
３ 

千住西地区 
まちづくりニュース 

平成３０年５月 

第２号 

SENJU-WEST 
TOWN PLANNING 

防災力の強化に向けて 
懇談会などを開催しました 

特徴 
２ 

特徴 
２ 

防災生活道路 

道路・公園等の公共施設整備や老朽住宅の建替えを促進 

→用地の買収や建物補償に加え、居住継続の支援も併用する事業です。早ければ今年度中に開

始し、１０年間を予定しています。 

密集市街地整備事業とは？ 防災性の向上と住環境の整備を総合的に図る手法 
 

懇談会・沿道部会を実施 

平成３０年２月に、左図の３ブロックを対象

としたブロック別懇談会を各１回と、防災生活

道路沿道の方を対象とした沿道部会を２回開催

しました。千住西地区の防災力を強化するため、

「密集市街地整備事業」や「地区計画」の導入

について説明を行いました。 

今回のまちづくりニュースでは、懇談会等で

の主なご意見及び平成２９年１２月に千住西地

区の方に実施したアンケートをお伝えします。 

※調査結果は別紙で同封しております。 

千住西地区 

地区計画とは？ 拡幅路線の指定、建物・敷地などに関する、そのまち独自のルール 
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密集市街地整備事業による効果は 

どれくらいか？ 
 
例えば、千住仲町では、密集市街地
整備事業を実施したことにより、 
１０年前と比べるとまちの燃えにく
さを表す「不燃領域率」（※）は、 
４６％から５７％に上昇しました。
また、地域危険度測定調査（Ｈ３０発表）
の総合危険度順位は平成１４年の 
１位から８９位まで低下しました。 
※「不燃領域率」が７０％を超えると、延焼によ

る市街地の焼失率がほぼゼロになります。 

Ｑ & 

〒120-8510 足立区中央本町１-17-１足立区役所南館４階 

都市建設部 市街地整備室 密集地域整備課 西部地域整備係 担当：石井、中村 

 電 話：03（3880）5181（直通）  ＦＡＸ：03（3880）5605 

 メール：missyu-seibi@city.adachi.tokyo.jp 

お問い 
合わせ 

 

A ブロック別懇談会及び沿道部会での主なご意⾒ 
 

第２回、第３回千住⻄地区まちづくり協議会を開催しました 
 

平成３０年２月７日（水）に、「第２回千住西地区まちづくり協議会」を開催し、アンケート
調査結果（速報）の報告と、ブロック別懇談会や沿道部会の開催について説明しました。 
また、平成３０年３月６日（火）には、「第３回千住西地区まちづくり協議会」を開催し、ブ

ロック別懇談会や沿道部会の開催報告と、平成３１年度の進め方について説明しました。 

これからも懇談会や沿道部会を開催していきます 

Q 

空き家を買って公園に整備すること
はあるのか？ 

 
他地区では、防災上有効な立地で整
備した事例があります。 

Q 

A 

６ｍに拡幅するより、４ｍ未満の道
路を４ｍにする方が先では？ 

 
細街路事業等により、以前から拡幅
を行ってきましたが、今後さらにPR
等に努め、事業を推進していきたい
と思います。 

Q 

A 

防災生活道路の整備に協力するが、
どのように進むのか？ 

 
拡幅部の用地費と建物等の補償費を
区が権利者に支払い、権利者の方に
建物等を解体していただき、その後、
区が道路整備を行います。 

Q 

A 

A 

補償を受けるための測量などは、 

自分で行うのか？ 
 
区が建物等の補償や用地の測量を専
門家に依頼し実施します。 
※区が補償費と用地費を提示します。事業協力

の判断は、その後で構いません。 

Q 

A 

現況５．４ｍの道路が６ｍに拡幅す
る防災生活道路に位置付けられてい
る。６ｍにする必要があるのか？ 
 
 
地域危険度測定調査や不燃領域率
は、６ｍ以上の道路ネットワークが
評価対象となっています。６ｍ道路
を整備し、まちの防災力を高めてい
きたいと考えています。 

Q 

A 

密集市街地整備事業の実施期間を教
えてください。 

１０年間を予定しています。 

Q 

A 

mailto:missyu-seibi@city.adachi.tokyo.jp
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